
令和８年度月刊「兵庫教育」配送等業務仕様書 

 

１ 目的 

 兵庫県立総合教育センター（以下、「発注者」という。）が作成する月刊「兵庫教育」に係

る購読者への配送（配本）と頒布代金収納事務を迅速かつ正確に行うことを目的とする。 

 

２ 指定公金事務取扱者制度の適用  

(1)  本委託業務は、受託者を地方自治法第 243条の２第１項の規定に基づく指定公金事務

取扱者に指定することを条件とする。 

  (2)  本委託業務を受託しようとする者（以下「受託候補者」という。）が地方自治法施行

令第 173 条に掲げる指定公金事務取扱者の指定要件を満たすことを確認するため、契

約締結前に財務諸表、組織機構図、コンプライアンス実施体制に関する資料の提出を

求め、必要に応じて聞き取り調査を実施する。  

(3) 受託候補者が指定公金事務取扱者の指定要件を満たしていることが確認できなかった

ときは、契約を締結しない。 

 (4)  契約締結後、受託者は指定公金事務取扱者として地方自治法（関連する政令、省令等

を含む。）の適用を受け、これを遵守しなければならないと同時に、県が行う検査、報

告徴求、質問等には誠実に対応しなければならない。主なものを例示すると次のとおり。  

・ 名称、住所等変更時の届出（法第 243 条の２第３項）  

・ 再委託等の条件（法第 243条の２第５項）  

・ 会計管理者の定期又は臨時の検査（法第 243条の２第８項） 

・ 帳簿等の作成義務（法第 243条の２の２第１項） 

 ・ 報告の徴求等（法第 243条の２の２第２項）  

・ 関係職員による立入検査・質問等（法第 243条の２の２第３項） 

(5)  受託者が法第 243条の２の３第１項各号のいずれかに該当したときは、指定公金事務

取扱者の指定が取り消すことがあり、その場合は契約解除の理由となる。 

 

３ 業務内容 

  受注者は、発注者が依頼する月刊「兵庫教育」に係る以下の業務を行う。 

(1)  配送業務 

主に兵庫県内の学校・教職員を対象に作成し、毎月１冊発行する月刊「兵庫教育」を指

定する兵庫県内の公立学校施設（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特

別支援学校）（以下「公用購読者」という。）及び公立学校施設に勤務する購読者（以下

「個人購読者」という。）へ配送を行う。 

(2)  頒布代金収納業務 

上記(1)により配送したもののうち個人購読者に係る頒布代金（１冊あたり 390 円。通

年 4,680 円。履行期間に係る購読料）を収納し、発注者が交付する納入通知書により納

付する。 



 

４ 契約期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月 31日（令和８年４月号から令和９年３月号） 

 

５ 配送業務 

(1) 配送業務については、下記により業務を行うことを標準とする。 

① 発送先のラベル等作成、仕分け等の発送準備 

※発送に必要な情報（配送先、購読者氏名）はデータを提供する。 

② 購読者への配送（配送は指定する県内の公立学校等の施設） 

(2) 冊子は印刷業者が１冊ごとに袋に詰めた状態で、受注者が指定する場所（１カ所）へ

納品する。但し、納品場所は兵庫県内とし、協議の上決定する。 

(3) 受注者は冊子受領後、発送に必要な作業を行い、概ね１週間以内に購読者へ配送する

こと。その際、１冊ごとに購読者が判別できるようにした上で、届けること。 

 なお、配送先が学校等の公立施設であるため、原則として平日の午前９時から午後４

時の間に配送すること。 

    

   （参考）兵庫教育冊子（１冊あたり） 

        サイズ：Ａ４ 

ページ数：４４ページ前後（表紙及び裏表紙含む） 

重量：１２０～１２５ｇ（封筒除く。） 

※編集の都合上、若干増減はある。 

 

６ 頒布代金収納業務 

受注者は、発注者が依頼したもののうち、個人購読者から履行期間に係る頒布代金（年

間購読者の場合は 4,680 円（１冊 390 円×12 月）。年度途中に購読を開始した者は開始月

号から３月号までの頒布代金）を下記により収納し、発注者が発行する納入通知書により、

兵庫県指定の金融機関において納付すること。 

    (1) 収納時期 

① 令和８年４月号から購読を開始する者に係る頒布代金 

令和８年６月末までに購読者から頒布代金を収納すること。 

② 令和８年５月号以降から購読を開始する者に係る頒布代金 

購読開始月の翌月末までに頒布代金を収納すること。 

(2) 収納方法 

受注者は、個人購読者（納入義務者）に対して１５日以上の納付可能期間を設けた

上で、購読者から頒布代金を収納すること。収納方法については発注者と協議し決定

すること（給与引き去りや、コンビニ払い等 24 時間手続き可能な方法を想定）。ただ

し、購読者と対面し収納を行うこと及び銀行口座からの引落しによる収納は認めない

（ただし、購読者から同意を得て行う場合は除く）。 



(3)  収納した頒布代金に返金が生じた場合の処理 

収納した頒布代金等について、購読者等への返金が生じた場合は、次のとおり行う

ことを原則とし、協議の上決定する。 

① 収納した頒布代金等が発注者に納付済の場合:発注者が返金処理を行う。 

② 収納した頒布代金等が発注者に未納付の場合：受注者が返金処理を行う。 

(4)  頒布代金の収納がない場合の取扱い 

受注者が購読者に対して示した期日までに頒布代金の納付がない場合、受注者は再

度期日を示した上で、書面による督促を行うこと。督促の後、頒布代金を上記６(1)に

定める期日までに収納できない場合は、原則として翌月号からの配送を取止めること

とする。 

 

７ 見込数量 

  令和７年 12月の状況を基にした本業務に係る令和７年度（令和７年４月号～令和８年３

月号）の購読者数、配送先及び配送冊数の見込数量は以下のとおりである。 

 

 配送先(号あたり) 配送冊数(号あたり) 年間延配送冊数 

公用購読者 764箇所 765冊 9,166 冊 

個人購読者 212箇所 269 冊 3,234 冊 

計 － 1,034冊 12,400 冊 

※ 標記の数量は見込であり、業務数量として保証するものではない。手数料の支払は下

記９で示すとおり実績に基づき支払う。 

  ※ 公用購読者と個人購読者は同じ施設に配送することはある。 

 

８ 頒布代金の管理 

(1) 受注者は収納した頒布代金の収納者・収納金額、発注者への納付等について管理し、別

途発注者が定める様式により報告すること。 

(2) 収納した頒布代金については、他とは区別した管理や決済性預金への預け入れ等、確実

な方法により管理を行うこと。 

(3) 収納については、権限を証する証票を交付するので、収納にあたり提示すること。 

 

９ 業務に係る手数料及び支払 

(1)  業務に係る手数料は、配送を行った冊数を基礎として支払を行う。（単価契約） 

※ 年度当初までに年間購読の希望確認を行っているが、まれに購読者の希望等により

中途で購読を中止することがある。その場合についても配送を行った冊数を基礎と

し、業務に係る手数料の支払を行う。 

※ 頒布代金が収納できない個人購読者に係る配送等に係る業務手数料は支払わないの

で、積算にあたり注意すること。 

(2) 業務手数料の支払い回数については、落札者と協議の上決定する。（年２回、または毎



月を想定） 

(3) 業務手数料の支払は、書面による請求に基づき、受領後 30 日以内に金融機関への振込

により支払う。 

 

10 経費区分 

発注者は、業務に要する経費を手数料として負担し、受注者は、本仕様書に基づき、業

務の実施のために必要となるものについては、すべて受注者の負担により行うこと。 

 

11 その他 

(1) 受注者は、本仕様書の内容を遵守すること。または、発生したすべての事故、故障

について、故意、過失の有無に関わらずその責任において一切を解決すること。 

(2) 業務の遂行にあたっては、労働基準法、道路交通法等の慣例法令を遵守するととも

に、個人情報の保持には万全を期すこと。なお、労働条件の確保及び個人情報の保

護に関しては県の所定の様式による誓約書の提出を求める。 

(3) 受注者は、本仕様書に定められた内容に対する疑義及び本仕様書に明示されていな

い事項については、発注者と十分協議の上、適切に業務を遂行すること。 


